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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 

 

令和４年度 第３回公民館運営審議会 

開 催 日 時 

 

令和５年１月３０日（月）午後１時１５分～２時４５分 

開 催 場 所 

 

市庁舎６０４会議室 

出 席 者 の 氏 名 吉川 誠、齋藤 淺男、清野 則良、内野 光男、富川 正孝、山﨑 壽男、 

三原 由紀子、加藤 市男、矢嶋 賢一、髙柳 進、浅田 衛、 

倉持 伸江、田中 雅文 

欠 席 者 の 氏 名 生野 元、佐藤 良一 

説明者の職・氏名 

 

 

議 事 

 

（１）専門部会の審議経過報告 

（２）（１）を踏まえた答申に向けた検討 

 

会 議 資 料 資料１ 今後の公民館のあり方について（骨子案） 

資料２ 公民館運営審議会専門部会スケジュール 

資料３ 令和４年度 第７６回所沢市二十歳のつどい出席者数 

資料４ 所沢市無形民俗文化財「重松流祭ばやし」の講座開催について 

担 当 部 課 名 

 

教育長 中島 秀行、教育総務部長 千葉 裕之、 

富岡公民館長 鈴木 健、小手指公民館長 小川 和彦、山口公民館長 守谷 秀

明、吾妻公民館長 森田 悟、柳瀬公民館長 橋本 浩志、三ケ島公民館長 村

中 慎児、新所沢公民館長 廣川 美智代、新所沢東公民館長 足立 啓、中央

公民館長 金子 敦、並木公民館長 川原 利和、生涯学習推進センター所長 

酒井 忠夫、社会教育担当参事 吉田 謙治、 

社会教育課主査 和田 順子、主査 有沢 法夫、主任 鈴木 蘭 

教育総務部社会教育課 

電話 ０４（２９９８）９２４２ 
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様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

副委員長 

 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１ 開会 】 

 社会教育担当参事の司会により開会した。 

 

【２ 教育長あいさつ 】 

《教育長あいさつ》 

 

【３ 議事（１）専門部会の審議経過報告 】 

傍聴者（２名）の入室後、議事に入った。 

 

 議事（１）について、第一回専門部会で専門部会長に選出された副委員長か

ら説明いただきたい。 

 

 （資料１・２に沿って説明） 

 

【３ 議事（２）（１）を踏まえた答申に向けた検討 】 

 議事（１）を踏まえて、骨子についてご意見等いただきたい。 

  

 専門部会の意見が集約されたものになっている。一元化した時に課題の解決

ができる、また、これからの時代をとらえた公民館につながる答申になれば、

と考えている。 

 

 公民館が一般行政の所管となる可能性が出てきた中、そうなったとしても公

民館機能が維持され、これまでよりも公民館活動が活性化することを後押しす

る答申でなければならないと考えている。一元化されたとしても、今までの水

準を維持することが担保できる答申が必要。戦後まもなく、政府は公民館を中

心として地域を活性化しようとした。公民館はまちづくりの総合的な施設とし

て始まったが、時代の流れとともに行政の中で学びの施設が公民館だけでなく

なってきた。法整備や施設の増加、企業の進出等で、公民館だけが頑張らなく

ても学びが提供できるようになったと言える。一元化により公民館でまちづく

りのことも一緒にやっていく施設として生まれ変わるということは、戦後まも

なくのまちづくりのための学びの拠点であった公民館が現代的に再創造され

ると考えることもできる。学ぶこととまちづくりが相乗効果で発展していくこ

とを目指して答申をしたい。骨子案４．（６）に示す制度上明記すべき事柄が

５つあると考えている。 
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委員 

 

委員 

 

委員 

 

 

副委員長 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

委員 

 

１．第９次一括法に基づき特定公民館として生まれ変わる 

２．公民館運営審議会の後継組織を必ず設置する 

３．公民館職員は社会教育士の資格を取得できるよう予算も確保 

４．行政内での連携がとれるよう、協議できる組織を条例で位置付ける 

５．まちづくりを推進するためには市民の学びの場を提供する 

また、所沢市自治基本条例には、協働や参画の文言はあるが、それを保障す

る市民の学びについて書かれていない。将来的に所沢市自治基本条例に、協働

や参画のための市民の学びの場を設けることが明記されれば、その拠点施設と

しての公民館の充実した機能が制度上保障されるのではないか、と考える。 

 

 市の施設として最低限の設備は整備していただきたい。 

 

日常から活動している立場で、一言ずついただきたい。 

 

自治会の公民館長は、どのような事業をすべきか悩んでいる。自治公民館を

どう考えるのかお示しいただきたい。 

 

持ち帰って協議する。 

 

中央公民館が中心となり、地域の自治公民館のネットワークを作り、中央公

民館で実施した事業を自治公民館でもできるようにしたり、学びのレベルアッ

プができるような助言をいただきたい。 

 

学校連携がどのような形になるのか。新しいものを取り入れることが子ども

を引き付けるので、そういう内容を盛り込んではどうか。 

 

公民館をまちづくりの拠点にするのは良いことだと思っている。地域には素

晴らしい方がたくさんいる。その人材と一緒に歩んでいくような取り組みが今

後につながるのではないか。 

 

新しい公民館がより充実して活性化するような答申にしたい。 

 

提言の前に先進事例を知るべきではないかと感じた。 

 

まちづくりセンターの力を借りてまちづくり協議会を運営している。まちづ

くり協議会で事業を行っても高齢化で人が集まらず、サークルも減っている。
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委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

副委員長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

柳瀬公民館長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

高齢化、少子化、学校連携など課題としてあるが、まちづくり協議会とまちづ

くりセンターが協力して課題解決に取り組んでいきたいと考えている。 

 

有資格者の配置は進めていただきたい。まちづくり協議会のあり方を考えて

いただきたい。 

 

 公民館に対する様々な期待をまとめるのは難しいだろう。以前は公民館に対

して固いイメージがあったが、公民館に関わるようになって、趣味の活動をし

ている印象が強くなったように感じる。公民館の看板は下ろさず、業務が維持

されることを望む。 

 

 今回意見の出た学びを保障するための施設設備や自治公民館のネットワー

クづくり、コミュニティスクールとのかかわり方、地域人材や地域特色をどう

活かすか、公民館機能の維持発展等を実効性のある形で明文化するにはどうし

たらいいか専門部会で議論を重ねていきたい。今後は答申の文章化に取り組ん

でいく。 

 

 公民館の中で行われる趣味関係の活動も社会教育として重要。趣味の活動も

間接的にまちづくりにつながっている。仲間と一緒に活動を楽しむことは人の

つながりを豊かにし、コミュニティ作りにつながりまちづくりの一環になる。

趣味の活動から地域課題を解決しようという直接的な活動まで幅広く公民館

で行われており、それを学びが支えている。 

 

 公民館がコミュニティの場であり続けることが重要であると感じた。今後の

２回の専門部会で今回の意見を文章化していきたいと考えている。センター長

からご意見あるか。 

 

 骨子案でも触れていたが、公民館職員の専門性の向上については良いと思

う。公民館の新規採用職員については、３年で異動となり、やっと事業を任せ

られるようになるといなくなる現状に難しさを感じている。事業を行う公民館

のような所属に関しては、５年程度の経験を積んでからの異動で良いのではな

いか。せっかく社会教育士の資格を持っても３年で異動となってしまっては定

着しないと感じている。 

 

 社会教育士は公民館のみで役立つ資格ではなく、大学でも企業でも一般行政

でも学びを支える資格として文部科学省が進めている資格。公民館で資格を取
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委員長 

 

 

 

 

 

って住民と接する中でセンスを磨き、他の行政部署で学びの観点から仕事を行

い、地域全体で社会教育士のネットワークでつながっていくことが理想的だと

考えている。地域丸ごと社会教育構想として、地域の様々な部署に社会教育士

を配置し、そのネットワークが学びを支える仕組みを考えてもいいのではない

か。 

 

 答申の文章については、専門部会に一任してよろしいか。 

 （一同、承認） 

 

【４ その他 】 

事務局より３点の報告を行った 

１．令和４年度 第７６回所沢市二十歳のつどい出席者数 

２．「重松流祭ばやし」の講座開催について 

３．「市民の声を聴く会」動画配信について 

 

【５ 閉会 】 

《副委員長あいさつにて閉会》 

 

 


